
規 
 

則 

 

埼
玉
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
（
平
成
十
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
、
農
事
組
合
法
人
及
び
農
業
協
同
組
合
中
央
会
」
を
「
及
び
農
事
組
合
法

人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
存
続
中
央
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
第
二
条
第
一
号

の
規
定
は
、
存
続
中
央
会
が
解
散
し
た
場
合
又
は
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
清
算
結
了
の
登
記
の
時
、
改
正
法

附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
組
織
変
更
の
効
力
が

生
ず
る
時
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

  


